
京都地方税機構議員報酬等に関する条例

平成21年８月19日

京都地方税機構条例第７号

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22法律第67号) 第292条において準用する同法第203

条の規定による議員報酬び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

（議員報酬の支給）

第２条 京都地方税機構議会の議員（以下「議員」という。）がその職務に従事したときは、

議員報酬を支給する。

（議員報酬の額）

第３条 議員報酬の額は、別表に定めるところによる。

（費用弁償）

第４条 議員が公務のため旅行したときは京都府旅費条例（昭和25年京都府条例第43号。以

下「旅費条例」という。）第２条第２項に規定する指定職の職務にある者とみなして、旅

費条例の例により旅費を支給する。

（議員報酬及び費用弁償の支給方法）

第５条 議員報酬は、年度末までに支給する。

２ 議員報酬を受ける者が年度の途中で就任し、又は退任したときは、就任した日の属する

月から又は退任した日の属する月までの月割りで算定した額を支給する。ただし、月の途

中で退任した者がその月において再び就任した場合にあっては、その議員報酬の支給につ

いては、引き続き在職していたものとみなす。

３ 費用弁償の支給方法は、旅費条例の例によるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表（第３条関係）

区 分 議員報酬

議長 年額 ３０，０００円

副議長 年額 ２５，０００円

議員（議長及び副議長を除く。） 年額 ２０，０００円


